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杉並区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業 

補助金交付要綱 
令和８年３月30日 

杉並第67122号 

  

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の地域移行を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第51条の19に規定する指定一般

相談支援事業者及び同法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者に対し、障害者の障害者支

援施設又は精神科病院等から地域生活への移行（以下「地域移行」という。）に向けた調整等の業

務を行うために必要な費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（補助対象事業者） 

第２条 補助の対象は、別表第１に定める法に基づく障害福祉サービス等を提供する事業者とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げる事業とする。 

（１）特定相談連携機能強化支援事業 

 障害者の地域移行を促進するため、特定相談支援事業者が地域移行に向けた調整等を行う取組 

（２）一般相談連携機能強化支援事業 

 障害者の地域移行を促進するため、一般相談支援事業者が地域移行に向けた調整等を行う取組 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施にかかる別表第２の第１欄及び別表第３の第１欄

に掲げる経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表第２の第２欄及び別表第３の第２欄に定める補助基準額により算定した

額と、前条の規定による補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを各々

比較して各々いずれか少ない額を選定し、それらの額の合計額とする。ただし、算定額に1,000円

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助金の総額は、予算の範囲内とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、区長が別に定める期

日までに、杉並区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に関

係書類を添えて、区長宛てに提出するものとする。 

（交付決定及び通知） 

第７条 区長は、交付申請があったときは、前条に定める申請書等の審査を行い、適当と認めるとき

は、補助金の交付を決定し、杉並区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付決定通知

書（第２号様式）により申請者に通知する。 

２ 区長は、前項の決定に必要な条件を付すことができる。 

（変更承認申請） 

第８条 前条の規定に基づき交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定

に係る事業内容を著しく変更する場合には、杉並区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助

金変更交付申請書（第３号様式）に関係書類を添えて区長宛てに提出し、承認を受けるものとす

る。 

２ 区長は、前項の規定による申請書等を受理したときは、申請の内容を確認し、適当と認めたときは変

更を承認し、杉並区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金変更交付決定通知書（第４号

様式）により交付決定者に通知する。 

（社会福祉法人の交付申請等）  

第９条 前３条の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする社会福祉法人にあっては、社会
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福祉法人に対する助成の手続に関する条例（昭和57年杉並区条例第４号）及び社会福祉法人に対す

る助成の手続に関する条例施行規則（昭和57年杉並区規則第25号）の例によるものとする。 

（状況報告等） 

第10条 交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項

を書面により区長に報告し、その指示を受けるものとする。 

（遂行命令等） 

第 11条 区長は、交付決定者による報告、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 221条第２項の規定に

よる調査等により、その者の補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていな

いと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行するよう命ずることができ

る。 

２ 区長は、交付決定者が前項の命令に違反したときは、交付決定者に対し、当該補助事業の遂行の一時

停止を命ずることができる。 

（実績報告） 

第12条 交付決定者は、補助金にかかる会計年度が終了したときは、速やかに杉並区特定相談・一般

相談連携機能強化支援事業補助金実績報告書（第５号様式）に関係書類を添えて区長宛てに提出す

るものとする。 

（補助金の額の確定） 

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地

調査等を行い、その報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、杉並区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助

金確定通知（第６号様式）により交付決定者に通知する。 

（是正のための措置） 

第14条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容に適合しな

いと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとる

べきことを命ずることができる。 

（補助金の請求及び交付） 

第15条 交付決定者は、杉並区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付請求書（第７号

様式）を区長宛てに提出するものとする。 

２ 区長は、前項の請求書が提出されたときは、請求の内容を確認の上、補助金を交付する。 

（交付決定の取消し） 

第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）事業の実施内容に不備があると認められたとき。 

（５）法令に基づく指導を受けてなお改善がなされていないと認められたとき。 

２ 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、杉並区特定相談・一般相談連携機能強化

支援事業補助金交付決定取消通知書（第８号様式）により、交付決定者に通知する。 

３ 第１項の規定は、第14条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。 

（補助金の返還） 

第17条 区長は、第８条の規定による変更承認を行うに当たり、補助金の交付額を減額する変更を決

定した場合において、補助事業の当該変更に係る部分に関し、既に交付決定者に補助金が交付され

ているときは、期限を定めて、その返還を求めなければならない。 

２ 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助

事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金が交付されているときは、期限を定

めて、その返還を命じなければならない。 

３ 区長は、前２項の規定により補助金の全部又は一部の返還を命じることを決定したときは、杉並

区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金返還通知書（第９号様式）により、交付決定者

に対し通知する。 
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（違約加算金及び延滞金） 

第18条 区長は、第16条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合におい

て、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、交付決定者に対してその命令に係る補助金の

受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、既納額を控除した額）につき、年10.95パーセントの割合又は法定利率によ

り計算した違約加算金を納付させることができる。ただし、当該違約加算金の額が100円未満であ

る場合においては、この限りでない。 

２ 区長は、交付決定者に対し、補助金の返還を命じた場合において、交付決定者がこれを納期限ま

でに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、

年10.95パーセントの割合により計算した延滞金を納付させなければならない。ただし、当該延滞

金の額が100円未満である場合においては、この限りでない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合

とする。 

（違約加算金の計算） 

第19条 前条１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、交付決定者の納付した金額

が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に

充てるものとする。 

（延滞金の計算） 

第20条 第18条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納

付額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべ

き未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

（関係書類の整備） 

第21条 区長は、交付決定者に対し、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書

類を整備させ、これを当該事業完了後５年間保管させる。 

 （委任） 

第22条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、保健福祉部長が別に定め

る。 

（補則） 

第23条 この補助金の交付の手続その他の処理については、この要綱に定めるところによるほか、杉

並区補助金等交付規則（令和２年杉並区規則第24号）に定めるところによる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この要綱の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる 。 

３ この要綱は、令和13年３月31日限り、その効力を失う。 

４ この要綱の失効前に交付決定された補助金については、この要綱の規定は、前項の規定にかかわ

らず同項に規定する日以後も、なおその効力を有する。 

 

別表第１（第２条関係） 

１ 事業区分 ２ 障害福祉サービス 

（１）特定相談連携機能強化支援事業 計画相談支援 

（２）一般相談連携機能強化支援事業 地域移行支援 

付記 

法77条第３項に基づく地域生活支援事業により実施される障害者相談支援事業として、区が特

定相談支援事業者等へ委託により実施する事業は、補助対象外とする 

 

別表第２（第４条関係） 

特定相談連携機能強化支援事業 

１ 補助対象経費 ２ 補助基準額 
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1 障害者支援施設に入所又は精神科病院に入院して

いる障害者等について、地域生活への移行のため

の支援が必要と認められる者を対象に、次の取組

を実施する上で必要な経費とする。ただし、他の

補助金等の対象経費となるものは除く。 

（１） 障害者支援施設等に入所中の障害者又は障害

児に対して、地域移行に向けた調整を具体的

に実施する取組 

（２） 精神科病院等に入院中の障害者の退院及び地

域移行に向けた調整を具体的に実施する取組 

 

２ 前項の取組を実施する際には、次の点に配慮す

るものとする。 

（１）障害者の心身の状況や置かれている状況及び

サービス利用に関する本人意向の把握 

（２）サービスの利用に関する施設や親族との調整 

（３）施設の退所や精神科病院の退院に伴うサービ

ス利用に関する調整 

利用者１人当たり12,000円／月（初回報

酬算定月以降を除く。） 

※事業所の所在地に関わらず、杉並区民

を対象とする。 

 

別表第３（第４条関係） 

一般相談連携機能強化支援事業 

１ 補助対象経費 ２ 補助基準額 

１ 障害者支援施設に入所又は精神科病院に入院し

ている障害者等について、地域生活への移行のた

めの支援が必要と認められる者を対象に、次の取

組を実施する上で必要な経費とする。ただし、他

の補助金等の対象経費となるものは除く。 

（１） 障害者支援施設等に入所中の障害者又は障害

児に対して、地域移行に向けた調整を具体的

に実施する取組 

（２） 精神科病院等に入院中の障害者の退院及び地

域移行に向けた調整を具体的に実施する取組 

 

２ 前項の取組を実施する際には、次の点に配慮す

るものとする。 

（１）障害者の心身の状況や置かれている状況及び

サービス利用に関する本人意向の把握 

（２）サービスの利用に関する施設や親族との調整 

（３）施設の退所や精神科病院の退院に伴うサービ

ス利用に関する調整 

利用者１人当たり12,000円／月（初回報

酬算定月以降を除く。） 

※事業所の所在地に関わらず、杉並区民

を対象とする。 

 


